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１．住まいの健康チェックリスト 

実際のリフォーム需要は、水回りが古くなったので新しくしたいなどの、住まい手の快適に
暮らしたいという欲求が、部位の改善につながる場合と、屋根や外壁が経年変化により劣化し
たことで、再塗装や取り替えにより更新する場合が多く、安心して暮らすための耐震改修や温
度環境を改善し快適に暮らすための省エネ改修を、最初から目指すようなリフォームは、少な
いのが現状である。 
耐震改修や省エネ改修は、これからの良質なストック住宅として必要な方向であるが、その

必要性を住まい手に説明するのは、困難な状況となっている。 
これを説明するためには、住まいの現状を健康診断のように知らせることが出来れば、住ま

い手の理解を手助けするものとなるとのことから、すべてのリフォームにおいて調査時に「住
まいの健康チェック」を行うものとした。 
木造軸組住宅の構造をはじめとした仕様においては、前ページにまとめたように、多くの時

期において(独)住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）の仕様が一般化し、それに準じて建てら
れていたため、建設時期等によりその住宅の仕様がほぼ特定できる。 
建設時期と住まい手が分かる範囲の住宅の仕様による簡易な評価手法により、現状の建物の

性能を建築性能評価基準の中の「耐震性」「省エネ性」「耐久性」「火災安全性」「維持管理性」
「高齢者対応」の６項目と、特に今後、対応が厳しく求められてくる省エネに関するエネルギ
ー消費について事業主基準を使い評価し、分かりやすくレーダーチャート化したものが、この
「住まいの健康チェックリスト」である。 
住まい手や施工者のリフ

ォーム部位の選択の一助と
なるように「外装」「構造」
「設備」「内装」の部位別に、
簡単なコメントが表示され
る。 
資料編に使い方と、住ま

い手ヒアリングリストが掲
載されているので、営業ツ
ールとして是非使い方をマ
スターしていただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章｜調査について

第
２
章

21



第２章｜調査について

22



第２章｜調査について

第
２
章

23



２．すまいの見守りすと 
「すまいの見守りすと」は、部位別に項目が整理され、部位別リフォームマニュアルに沿っ

た調査時において有効であるため、調査時の記入書式として採用している。 
 
① チェックシート作成 
リフォームでは、まず解体しその状況から具体的なリフォームの内容を判断する場合もある。

こうした場合は、表面に現れた状況からの判断は難しく、非破壊では状態把握にはつながらな
いことも、多く見られる。 
現況調査はリフォーム工事のための調査であることから、住まい手から望まれた工事範囲に

のみ目を向けがちで、別の部分の雨漏りや蟻害を気づかない。あるいは、冷暖房効率の悪さや
耐震性が低いと感じても、これらの状況を住まい手にうまく説明できていないのが現状となっ
ている。 
確かに要望以上の工事について言及するのは、工事金額を上げたいとの下心などの勘ぐりを

生む場合も考えられるが、住まい手の今後の生活を守るための建物の快適性・安全性・信頼性
を確保する旨を伝え、判断は住まい手にまかせるかたちとする。 
住宅のストック化、長寿命化が世の流れである今日、その流れに逆らうことでなく、また、

乗り遅れることのないように、建物の劣化状況を把握するためのチェック項目を挙げ、記録が
蓄積できるようシート化した。 
 
② 調査システムの構成 
 大工・工務店による調査として、その精度や方法による段階を策定した。 
本編の工事レベル構成に沿って、ステップを運用していただきたい。 

レベル 呼称 目的／概要／使用想定機材／必要資格 
住まいを見守るために 
特別な機器や足場を用いずに歩いて見られる範囲で、小屋裏や床
下については点検口から見る程度で進入は行わない 
目視を中心とした劣化症状の確認とその原因の推測、補修方法の
提示等を行い、住まい手が判断できる程度の情報を提供 
スケール、下げ振り程度 

レベル
１or２ 
(導入) 

ステップ１

資格は想定していないが、増改築相談員を推奨 
住まいの状態を継続的に把握するために 
脚立や双眼鏡を用いるなど、調査する範囲をステップ１より拡大
し、小屋裏や床下も進入して確認する 
目視や計測機器を使用し、劣化等の状況を数値化し記録する。劣
化等の状況をその後の調査と比較できる程度の、より情報の多い
データ収集と住まい手へのアドバイス 
スケール・クラックスケール・（パル）ハンマー・レーザーレベル・
双眼鏡 

レベル
２～４ 
(一般) 
 

ステップ２
 
 
 
 

※一般に調
査といわれ
るレベル 

資格は想定していないが、増改築相談員や建築士資格などを推奨 
保険の付保や鑑定など 
瑕疵保険を付保するための項目に関する調査、紛争における鑑定
資料など、作成のための調査、耐震診断など 
ステップ２に加えて、鉄筋探査機、シュミットハンマー、ファイ
バースコープ等 

レベル 
３～５ 
(詳細) 

ステップ３

建築士資格を基本とし、必要に応じて講習等による資質の向上が前提
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１ リフォーム工事における見積り（積算）について 

住まい手が一番、分かり難く感じているのがリフォームの工事価格である。 
これは、新築のように５０万円／坪といった総額による判断基準が一般化していないことが

一因となり、その見積りが適正なのか容易に判断できない状況をつくっている。 
これは、新築と違い、出来型及び工事の状況、工事に至る調査・準備等が工事内容により大

きく異なり、「①その工事に至るまでの作業内容―既存の図面の有無・調査内容・計画における
図面作成等―」「②工事そのものの仕様」「③必要となるアフターの内容」がまちまちであるこ
とに起因している。 
本来であれば、この見積り（積算）についても部位別リフォームマニュアルにより整備して

行くことが望ましいが、対象となる工事ごとにまとめていくことが必要であるため、本マニュ
アルでは、現在参考となる資料を載せることとし、見積り（積算）マニュアルについては今後
の改訂を待つものとさせていただく。 

 
 ２ 見積り（積算）の参考となる資料 

見積り（積算）の適正と思われる参考見積り事例の資料としては、①(財)住宅リフォーム・
紛争処理支援センターの「住宅リフォーム見積チェックシステム」②(財)日本建築防災協会の
「木造住宅の耐震改修費用」③(財)経済調査会の「積算資料ポケット版リフォーム」の 3 つが
代表的なものとして上げられるので、自社の見積もり作成時に参考にし、適正な見積りとなる
ように心掛けて欲しい。 
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、消費者向けに、リフォーム費用や見積書が

作成できる住宅リフォーム見積チェックシステム（http://www.checkreform.jp/）を立ち上げてお
り、部位別の全てではないが、45 の見積り事例がＨＰにより参照できる。 
(財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震改修費用」は耐震改修費用が大まかにどの程度掛

かるか解り易く解説した消費者向けのリーフレットで、概算等を提示する場合に役立つ。 
(財)経済調査会の「積算資料ポケット版リフォーム」は、多くの工務店で積算時に利用され

ている。これにも 41 の見積り事例が掲載されており、積算単価資料としてだけでなく参考と出
来る。 
ただし、何れの見積り事例においても、調査費や図面作製費等は計上されておらず、この辺

りが経費にどう含まれるかにより、見積りの理解を難しくしている原因ともなっている。 
 
  ・調査の費用 

部位別リフォームマニュアルでは、工事の内容によりレベル１～５の分類を行っているが、
調査費用についてもレベルごとに異なってくる。 
レベル１の 1～２時間程度の調査では、半日程度の人件費と経費として２万円程度を計上す

ることが適切で、レベル４に近くなるにつれ 1～２日の調査費として６万円程度が必要となっ
てくる。また、これを図面化すると平面図・立面図等の現況図の作成として作成時間に応じて
３万円程度の金額が掛かる。 
これに耐震診断が加わると一般診断で、報告書まで含めて 6～１０万円程度掛かり、精密診

断になると 20～30 万円程度の費用がかかる。 
これらの調査費用や計画時に係る図面作製費等についても、作業内容に応じた根拠を持って、

住まい手に示すことが必要となる。 
 
次ページに、参考となる見積りの事例内容をまとめた表を添付する。 
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以下の耐震改修工事費の見積り事例が上記リーフレットに掲載されています。

工事の内容
・仮設工事 ※ 100～150万円で行われることが多い。
・基礎工事
・木工事
・内装工事
・設備工事等
・解体撤去工事
・諸経費他

③積算資料ポケット版リフォーム 財団法人経済調査会

以下の部位別工事費の見積り事例が上記文献に掲載されています。

※ 調査費は、工事費と別項目になっている。
※

※

※

建物の解体
仮設工事
建物の移動
屋根のリフォーム
外壁のリフォーム
開口部のリフォーム
基礎のリフォーム
内装（床）のリフォーム
内装（天井・壁）のリフォーム
建具のリフォーム
外構のリフォーム
キッチンのリフォーム
浴室リフォーム
洗面室のリフォーム
トイレのリフォーム
設備のリフォーム
耐震リフォーム
バリアフリーリフォーム

機能的修繕

2万円／戸程度のレベル1～、6万円／戸程度の
劣化調査など、工事のレベルにより、調査にも
差がある。

耐震改修の場合は、劣化調査の他、一般診断法
による耐震診断（目安9.5万円／戸）又は、精密
診断法による耐震診断（目安27万円／戸）を行
う。

備考

事前調査・診断は、リフォーム工事において重
要であり、工事の経費とは別に見積る必要があ
る。

建物の点検・調査・診断
部位・工事の内容

設備更新
・設置

②木造住宅の耐震改修の費用　耐震改修ってどのくらいかかるの？
　（耐震改修工事に関するリーフレット）
　財団法人日本建築防災協会ＨＰ（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/seismic/mokuhiyou.html）からダウンロード可

準備費用

修繕・改修

部位 備考

構造
（耐震改修）
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【概要と考察】
①法律で定義のある用語

「建築、改築、増改築、営繕、補修、点検、監理、維持管理、維持保全、更新、設計」

「建築」と「改築」は、法律等の定義が一般的な意味よりも限定された用法となっている。

「補修」と「点検」は、品確法の維持管理等級でのみで定義され、設備配管に限られている。

②法律で定義のない用語

  法律等で使用されているが、定義のない言葉に関しては一般的な意味と大きな差はなかった。

③カタカナ語（外来語・和製英語）

  「リフォーム」「リニューアル」「リモデル」「リノベーション」など一般的に改修を意味する

用語に、英語の原義では改修の程度のニュアンスが含まれているようだが、カタカナ語とし

ては、はっきりと使い分けられていない。

法律などで使われる用語
※定義の無いものは、斜体で用例として抜粋し表記した。

※英単語は「建築基準法、建築士法」の英訳版、「建築大辞典」、「日本法令外国語訳データベースシステム」より

転載。ただし、「日本法令外国語訳データベースシステム」の翻訳データは、「建築基準法、建築士法、建設業法」

の翻訳データはないため、あくまで参考としている。

No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

（建設工事とは）土木建築に関する工

事で別表第一の上欄に掲げるもの 

土木一式工事、建築一式工事、大工工

事、左官工事、とび・土工・コンクリ

ート工事、石工事、屋根工事、電気工

事、管工事、タイル・れんが・ブロツ

ク工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ

装工事、しゆんせつ工事 板金工事 ガ

ラス工事、塗装工事、防水工事、内装

仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁

工事、電気通信工事、造園工事、さく

井工事、建具工事、水道施設工事、消

防施設工事、清掃施設工事 

（建設業法） 

1 建設 

construction 

土木、建築その他工作物の建設、改造、

保存、修理、変更、破壊、解体又はそ

の準備の事業（労働基準法）

①多くの知識、技術、労力、資源を集

積して新しいものを構築すること。破

壊や崩壊の反対概念。 

②建築物や土木工作物を築造するこ

と。 

新たにつくり

あげること。建

物を建てるこ

と。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

2 建築 

construction 

architecture 

 

建築物を新築し、増築し、改築し、又

は移転すること 

（建築基準法） 

 

①元来は人間的要求と建築材料が実

用的・美的解決を与えるように処理さ

れている建物の総称。（中略） 

②（略） 

③建築物を新築、増築、改築、または

同じ敷地内に移動すること。 

家屋・ビルなど

の建造物を造

ること。 

3 増築 

to add a 

building, 

extention of 

building, 

addition of 

building 

 

明確な定義なし。 

既存建築物と、規模、構造が著し

く異ならない範囲で床面積を増加

させることをいう。 

既存建築物と規模、構造が著しく

異なる床面積を増加させる場合は

同一棟、別棟に関わらず「新築」

となる。 

（奈良県 都市計画法第３４条第

１４号開発審査会提案基準） 

既にある建築物の床面積を増加させ

る建築行為のうち、改築に該当しない

もの。同一棟で床面積を増加させるこ

とは常に増築であるが、別棟の建築物

を造る場合は、棟単位に考える規定で

は新築となる。「建増し」ともいう。 

たてましをす

ること。在来の

建築以外に増

し加えて建て

ること。 

4 改築 

to relocate a 

building, 

reconstrucition, 

rebuilding 

建築物の全部若しくは一部を除却し、

又はこれらの部分が災害等によって

滅失した後引続きこれと用途、規模、

構造の著しく異ならない建築物を建

てることをいう。従前のものと著しく

異なるときは、新築又は増築となる。

そこで規模が著しく異ならない範囲

については、建て替えた後の建築物の

床面積の合計が従前の建築物の床面

積の合計の１．５倍以下であるものと

する。 

（昭和28年 11月 17日建設省住指発

第 1400 号） 

建築物を建て直すこと。建築基準法で

は、建築の一種で、建築物の全部もし

くは一部を除去し、またはこれらの部

分が災害によって消滅した後に、引き

続いて従前と構造、規模、用途が著し

く異ならないものを建てることをい

う。材料の新旧は問わない。また、建

物の改修、模様替えを指して使われる

場合もある。 

建物の全部ま

たは一部を建

てかえること。

5 模様替え 

remodeling, 

refurbish ment, 

rearrangement 

明確な定義なし。 建物の仕上げ、造作、装飾などを改め

ること。一般には床面積の変更までは

含まない。建築物の主要構造部の一種

以上について行う過半の模様替えを

大規模な模様替えといい（建築基準法

第 2条）、建築士法の適用を受ける（建

築士法第 1条）。 

 

物事の方法・順

序・配置などを

変更すること。
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

6 建替え 

reconstrucition 

明確な定義なし。 

既存建築物の全部若しくは一部を

滅失若しくは除却した後に、建築

物を建築することをいう。 

（奈良県 都市計画法第３４条第

１４号開発審査会提案基準） 

古い建物を取り壊し、その敷地に用途

や規模がほぼ同等の建物を新しく建

てること。 

家などを建て

なおす。改築す

る。再建する。 

7 増改築 増築または改築 

（租税特別措置法） 

※バリアフリーの増築・改築、省エネ

ルギｰの増築・改築・修繕又は模様替

に関連 

建物に新たに建物をくわえること。 

（建築用語.net） 

増築と改築。ま

た、それを行う

こと。 

（大辞泉） 

8 修繕 

repair 

明確な定義なし。 

修繕とは既存の建築物の規模、構

造が現状のままで、構造体等が破

損、腐食、虫害等により構造耐力

が低下したものを原形に復するこ

とをいう。 

（大阪市建築基準法取り扱い要

領） 

建築物などの耐久的財貨の劣化や損

傷部分、あるいは機器の性能または機

能を現状あるいは実用上支障のない

状態まで回復させること。「建築物の

主要構造部の一種以上について行う

過半の修繕」を「大規模な修繕」とい

い（建築基準法第 2条）、建築士法の

適用を受ける（建築士法第 1条）。建

築物に対しては修繕という用語が一

般的であるが、住宅統計調査では腐朽

破損の程度の判定に関して「修理」を

用いている。「補修」ともいう。 

（建物・器物の

破損箇所など

を）つくろいな

おすこと。つく

ろい。修復。 

9 営繕 

building and 

repairs 

建築物の建築、修繕又は模様替 

（官公庁施設の建設等に関する法律） 

 

新築工事、増改築工事、模様替え、修

繕工事の総称。企業や役所の中で、こ

れらの仕事を一括して総称する場合

に用いられることが多い。 

建築物の営造

と修繕のこと。 

10 修補 瑕疵又は隠れた瑕疵の修補技術 

（住宅瑕疵担保責任履行法） 

 

 繕いおぎなう

こと。 

11 補修 

amend ment 

upkeep and 

mending 

排水管、給水管、給湯管又はガス管に

事故が発生した場合における当該箇

所の修理及び配管、バルブ、継手等の

部品の部分的な交換 

（評価方法基準） 

（維持補修） 

家屋などの性能や資産価値を保持す

るために、清掃、手入れ、点検などを

行い、また破損部分を修繕すること。 

 

 

 

おぎないつく

ろうこと。手入

れ。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

製品の保守に関する情報を収集する

とともに、点検期間に点検を行う等そ

の保守に努めるものとする。 

（消費生活用製品安全法） 

12 保守 

製造又は輸入に係る特定保守製品の

型式、数量、製造又は保管若しくは販

売の場所、設計標準使用期間又は点検

期間の設定に関する事項、製品への表

示若しくは製品に添付すべき書面又

は所有者票に関する事項、所有者情報

の管理に関する事項、点検通知事項の

通知に関する事項、点検の実施に関す

る事項、点検その他の保守

（消費生活用製品安全法施行令）

 たもちまもる

こと。正常な状

態などを維持

すること。 

（環境保全） 

人の活動による地球全体の温暖化又

はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚

染、野生生物の種の減少その他の地球

の全体又はその広範な部分の環境に

影響を及ぼす事態に係る環境の保全

であって、人類の福祉に貢献するとと

もに国民の健康で文化的な生活の確

保に寄与するもの 

（環境基本法） 

労働者を就業させる建設物その他の

作業場について、通路、床面、階段等

の保全

（労働安全衛生法）

13 

 

保全 

conservation 

maintenance 

再生資源の十分な利用及び廃棄物の

減量等を通じて、資源の有効な利用の

確保及び廃棄物の適正な処理を図り、

もって生活環境の保全

（建設リサイクル法）

システム、機器、装置（アイテム）を

使用および運用使用状態に維持し、ま

たは故障、欠点などを回復するための

すべての処置および活動。「整備とも

いい、下記（※）のように分類される。

予防保全とは、使用中での故障を未然

に防止し、そのシステム、機器、装置

などを使用可能状態に維持するため

に計画的に行う保全をいい、広く行わ

れている。事後保全とは故障が起こっ

た後で行う保全をいう。また、保全が

与えられた条件において、規定の期間

に終了できる性質を保全性という。

（JISZ8115） 

※ 

予防保全：時間計画保全（定期保全・

経時保全）、状態監視保全 

事後保全：緊急保全、通常事後保全 

保護して安全

にすること。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

14 破損 

「弾性破損」 

elastic failure 

 材料が弾性を失うこと。材料が弾性を

失って塑性域に入ると変形が増大し、

構造物として許容し得ない状態にな

る。また脆性材料では、降伏点もなく

塑性変形も少ないから弾性破損は破

壊に一致する。単に「破損」ともいう。 

やぶれ損ずる

こと。こわれる

こと。 

排水管、給水管、給湯管又はガス管に

事故が発生した場合における当該箇

所の確認 

（評価方法基準） 

自主点検、サービス点検、保守点検

（住宅履歴情報の蓄積・活用の指針）

15 点検 

inspection, 

check 

設計標準使用期間の経過に伴い必要

となる経年劣化による危害の発生を

防止するための点検

（消費生活用製品安全法）

（定期点検） 

機器の機能の良否、損傷の有無、使用

場所の環境の適否など、使用中の設備

を一定の周期と点検項目を定め、調査

確認すること。法律で設備の管理者が

自主的に行うものとなっている。 

（建築用語.net）  

異常の有無を

一つ一つ検査

すること。 

計画が建築基準法令の規定、その他建

築物の敷地、構造又は建築設備に関す

る法律並びにこれに基づく命令及び

条例の規定で政令で定めるものに適

合するものであることについての検

査 

（建築基準法） 

16 検査 

inspection 

 

設計図書に基づく工程の管理、立会

い、工事の施行状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む｡）

（工事請負契約約款） 

 

（抜取検査） 

検査の対象となる集団からその品質

特性を代表すると思われるサンプル

を抜き取って試験・検査する方法のこ

と。 

（工場検査） 

工場製作品を発注関係者が製造状況、

製品の品質などを、製造工場において

確認検査すること。 

（建築用語.net） 

しらべあらた

めること。取り

調べ。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

供給するガスに係る消費機器が経済

産業省令で定める技術上の基準に適

合しているかどうかを調査しなけれ

ばならない。 

（ガス事業法） 

17 調査 

investigation 

監督員は、請負人から施工条件等の確

認を要求されたときまたは自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、

発注者の立会いの上、直ちに、調査を

行わなければならない｡ 

（工事請負契約約款）

（地盤調査） 

建物が沈下しないために、工事着手前

に地盤の状態がどうなっているか、強

固か軟弱かなどを調べ、軟弱な場合の

地盤補強の方法などを検討するため

の調査。 

（建築用語.net） 

或る事項を明

確にするため

取り調べるこ

と。とりしら

べ。 

18 診断 

diagnosis 

明確な定義なし。 

（耐震診断） 

地震に対する安全性を評価すること 

（建築物の耐震改修の促進に関する

法律） 

（耐震診断） 

既存建築物の耐震性を調べて、安全性

を判断すること。 

（劣化診断） 

住宅に腐朽や虫害など劣化が発生し

ているのかどうか、あるいはその進行

がどの進行であるかを判断するもの。 

（建築用語.net） 

医師が患者を

診察して病気

を判断するこ

と。転じて、一

般に物事の欠

陥の有無を調

べて判断する

こと。 

19 管理 

management, 

in charge of, 

contorol, 

administration, 

当該工事現場における建設工事の施

工の技術上の管理 

（建設業法） 

 

①対象を意思のままに、または決ま

り、計画の通りに制御すること。 

②決定された経営意思に従って、経営

計画の運営および維持を目的とした

執行の計画、統制、調整の活動

（JISZ8141） 

③ものごとを効率よく進めるための、

（1）計画（plan）、（2）実施（do）、

（3）処置（check＝計画と結果の対

比）、（4）そこに差異がある場合の（再

発防止の）処置（action）の繰り返し、

品質管理では、これを「PDCAのサイ

クルをまわす」といい、特に重視して

いる。 

 

 

 

 

①管轄し処理

すること。とり

しきること。 

② 財 産 の 保

存・利用・改良

を計ること。 

③事務を経営

し、物的設備の

維持・管轄をな

すこと。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

20 監理 

supervising 

「工事監理」 

construction 

administration 

その者の責任において、工事を設計図

書と照合し、それが設計図書のとおり

に実施されているかいないかを確認

すること 

（建築士法） 

実施設計図書を中心に、適正な工事契

約の締結に協力し、設計意図を実現さ

せ、工事の契約が契約に合致するよ

う、公正な立場で工事施工者を指導す

る建築設計の業務。 

監督、管理する

こと。とりしま

り。 

21 維持管理 

maintenanse, 

upkeep 

評価対象設備配管の全面的な交換が

必要となるまでの期間内に実施され

る点検、清掃及び補修 

（評価方法基準） 

 

家屋などの資産価値を保持し、これを

経営的に運用すること。狭義には、修

繕を除き、清掃、保守、手入れなどに

限定する。 

－ 

建築物の所有者、管理者又は占有者

は、その建築物の敷地、構造及び建築

設備を常時適法な状態に維持するよ

うにつとめなければならない。 

（建築基準法第８条維持保全） 

22 維持保全 

maintenanse, 

keep intact 

次に掲げる住宅の部分又は設備につ

いて、点検又は調査を行い、及び必要

に応じ修繕又は改良を行うことをい

う。

一  住宅の構造耐力上主要な部分と

して政令で定めるもの

二  住宅の雨水の浸入を防止する部

分として政令で定めるもの

三  住宅の給水又は排水の設備で政

令で定めるもの

（長期優良住宅促進法）

家屋などの性能や資産価値を保持の

ために行う清掃、手入れ、修繕などの

行為。 

－ 

23 交換 

exchange 

排水管、給水管、給湯管又はガス管に

事故が発生した場合における当該箇

所の修理及び配管、バルブ、継手等の

部品の部分的な交換 

（評価方法基準） 

 とりかえるこ

と。ひきかえる

こと。 

24 取替え（取換

え） 

明確な定義なし。  

 

 

 

 

 

とりかえるこ

と。交換。 
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No 用 語 法律等の定義（斜体は用例） 建築大辞典等（斜体は用例） 広辞苑等 

25 更新 

renewal, 

replacement 

共用排水管の全面的な交換又は変更 

（評価方法基準） 

 

建物や機械設備などの固定資産ない

し償却資産が古くなって使用に耐え

なくなったものを廃棄し、代わりに新

しいものを設置すること。最近は技術

の進歩が激しいため、まだ使用に耐え

るものでも、より優れたものに取り替

える必要が生じる場合が多く、この場

合の更新の是非の判断することが経

営上極めて重大な意味を持つように

なった。建物の更新は、設備の更新と

異なって、その土地の地価の変動や立

地条件の変化の影響を強く受けるの

で更に複雑になる。 

あらたまるこ

と。あらためる

こと。 

26 設計 

design, 

planning and 

design 

その者の責任において設計図書を作

成すること。 

（建築士法） 

 

①建造物その他の工作物を製作ない

し施工するため、その材料、構造、規

模、形体、配置、性能、費用などにつ

いて計画し、これを図面その他で表示

すること。 

②建築士法（昭和25年法律第202号）

では「その者の責任において設計図書

を作成すること」と定義し、建築士で

なければ設計できない建築物につい

て規定している。 

③設計図書の作成と、これに基づく予

定価格または予費の決定を含めてい

う。特に官公庁の慣用語。 

或る製作・工事

などに当り、そ

の目的に即し

て、工費・敷

地・材料及び構

造上の諸点な

どの計画を立

て図面その他

の方式で明示

すること。もく

ろみ。みつも

り。 

27 計画 

plan 

建築しようとする建築物の計画 

（建築基準法） 

 

基本設計とは、「計画設計」とも言い、

計画している建築物全体の概要を意

匠上、技術上、法規上などから検討し、

基本的なかたちとして設計すること。 

（建築用語.net） 

物事を行うに

当って、方法や

手順などを考

え企てること。

もくろみ。はか

りごと。くわだ

て。 
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カタカナ語
No. カタカナ語 カタカナ語の意味 英単語の意味 一般的な意味の類語 

新築以外の増築、改築、模

様替えなどの工事を総称し

た和製英語。アメリカでは、

リモデル（remodel）という

呼称が一般的である。修繕

工事をその範囲に含めるか

どうかなど、その厳密な定

義および範囲は確定してい

ない。 

（建築大辞典） 

1 リフォーム 

居住空間を、これまでより

快適な形に増築、改築、修

理、修繕すること。増築や

間取り変更など居住スペー

スを大規模に変更するもの

から、室内の模様替えまで

を広く「リフォーム」と呼

んでいる。もっとも、水漏

れの修理や建具・水栓金具

の修理・交換などといった

レベルのものは「小修繕」

と呼び、リフォーム工事と

は区別するケースが一般的

である。

（スーモ）

Reform 

1 〈社会的制度･事態など 

を〉改正する、改革す

る、改善する. 

2 〈人を〉改心させる; 〈弊

害などを〉是正する、

改める 

3 〈洋服の〉仕立て直し 

リフォームは和製英語のた

め、英語では下記のような単

語が相当する。 

〔修理〕repair 

〔改良〕improvement 

〔改築・改造〕remodel 

〔修繕〕renovation 

2 リニューアル 店舗などの改装・改修。都

市などの再開発。 

（大辞林） 

Renewal 

1 更新 

2 再開、再建、復旧；（都市

などの）再開発、都市改

造.  

3 復活、再生、蘇生；補充、

回復、修繕.  

4 再契約、（免許などの）更

新、（手形・証書などの）

書き換え、期限延長. 

 

上位語 

repeating（循環） 

下位語 

self-renewal（自己複製） 
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No. カタカナ語 カタカナ語の意味 英単語の意味 一般的な意味の類語 

3 リモデリング リモデリングとは、主とし

て増改築工事をいいます。

リフォームよりも、生活に

合わせた作り変えのイメー

ジが強いといえます。具体

的には、子どもが自立した

後の子ども部屋を、趣味の

ための部屋に改造したり、

防音設備を入れてリスニン

グルームを作ったり、和室 2

部屋を統合してベッドルー

ムとしたりと、住む人の個

性によって内容が違ってき

ます。 

最近のリフォーム会社やハ

ウスメーカーでは、リモデ

リングを積極的に推進して

いるところが増えていま

す。 

（不動産売買用語集） 

Remodeling 

模様替え、改装、一新、新

装、改造 

類語 

reconstruct（再建・建替・

建て直す） 

上位語 

modify、alter、change 

（修正・変更・改造・改修）

4 リノベーショ

ン 

既存の建物に大規模な改修

工事を加え、用途や機能を

変更して性能を向上させた

り価値を高めたりするこ

と。具体的には、耐震・耐

久性、耐火性、安全性など

を向上させたり、冷暖房費

などの省エネルギーの実現

のために行われる。 

（スーモ） 

 

 

 

 

 

 

 

Renovation 

革新、刷新、 

修繕、修理 

類語 

overhaul（大改造） 

上位語 

improvement（改良工事）

下位語 

facelift（外装直し） 
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No. カタカナ語 カタカナ語の意味 英単語の意味 一般的な意味の類語 

5 メンテナンス 維持、管理、修理のこと。

住宅の耐用年数を延ばし、

快適な住み心地を維持する

ためには、日常の清掃や点

検、外壁の塗り替え、老朽

化した設備の取り替えが不

可欠になる。 

（スーモ） 

Maintenance 

1 持続; 維持 

2 補修管理、整備、保全. 

類語 

upkeep（維持、営繕） 

上位語 

fixing（修理） 

repair（修繕・修理） 

下位語 

overhaul（分解点検） 

scheduled maintenance(定

期保全) 

6 リペア 修理。修繕。手直し。復旧

作業。 

（大辞林） 

Repair 

〈…を〉修繕する、修理す

る 

類語 

mend（直す） 

restore(修復、復元) 

上位語 

Iｍprove（改良・改善） 

下位語 

patch up（継ぎあて） 

7 プランニング 計画すること。平面計画を

指す場合も多い。（建築大辞

典） 

計画(すること)、 企画立案; 

設計. 

上位語 

design（目的のための計画・

立案） 

8 マネジメント 管理・支配・経営。（広辞苑） Management 

1 

経営、管理、経営力; 経営の

方法; 経営学. 

2 

経営陣、経営者側 

3 

a 取り扱い、統御、操縦. 

b やりくり; 手際よさ. 

類語 

direction（指導・管理） 

上位語 

social control（社会的規制）

下位語 

home making（家庭の管理）

9 コーディネー

ト 

［1］ 物事を調整し、まと

めること。 

［2］ 衣服や装身具などで、

色・材質・形などを

調和させて組み合わ

せること。 

（大辞林） 

Coordinate 

1 

〈…を〉同格[等位、対等]

にする. 

2 

〈…を〉整合する、調整す

る、調和させる. 

上位語 

set（魅力的に調整する） 

adjust（適合させる） 

下位語 

misalign（不完全に並べる）
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